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衆
議
院
議
員
堀
昌
雄
君
提
出
政
府
の
緊
急
物
価
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
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三 

 
衆
議
院
議
員
堀
昌
雄
君
提
出
政
府
の
緊
急
物
価
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

(1) 

最
近
の
物
価
動
向
を
み
る
と
、
総
需
要
抑
制
策
の
効
果
の
浸
透
も
あ
つ
て
需
給
の
緩
和
が
進
み
、
物
価
の

騰
勢
に
も
や
や
落
ち
着
き
が
み
ら
れ
る
が
、
先
行
き
設
備
投
資
や
消
費
需
要
が
強
含
み
で
あ
る
上
、
輸
出
需

要
も
堅
調
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
需
要
面
に
は
底
固
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
れ
に
加
え
、
今
後
エ
ネ
ル
ギ
ー

コ
ス
ト
の
上
昇
、
賃
上
げ
等
コ
ス
ト
上
昇
要
因
の
波
及
的
影
響
が
懸
念
さ
れ
る
。 

(2) 

物
価
の
鎮
静
化
傾
向
を
定
着
さ
せ
る
た
め
、
総
需
要
抑
制
策
を
堅
持
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
の
た
め
、
金

融
政
策
は
引
締
め
基
調
を
継
続
す
る
と
と
も
に
、
財
政
、
特
に
公
共
投
資
に
つ
い
て
も
同
様
に
引
き
続
き
抑

制
的
態
度
を
維
持
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
中
小
零
細
企
業
な
ど
特
定
の
分
野
に

つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
総
需
要
抑
制
の
枠
内
で
弾
力
的
に
配
慮
し
て
ま
い
り
た
い
。 



三
に
つ
い
て 

二
に
つ
い
て 

(3) 
な
お
、
設
備
投
資
等
の
抑
制
措
置
に
つ
い
て
は
、
抑
制
方
針
を
引
き
続
き
維
持
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と

考
え
る
。
将
来
供
給
力
確
保
の
観
点
か
ら
問
題
の
あ
る
懐
妊
期
間
の
長
い
一
部
産
業
分
野
に
お
け
る
設
備
投

資
に
つ
い
て
も
、
今
後
の
需
給
状
況
、
原
料
事
情
等
の
変
化
に
配
慮
し
つ
つ
、
総
需
要
抑
制
の
枠
内
に
お
い

て
、
着
工
の
時
期
、
対
象
等
に
つ
い
て
慎
重
な
検
討
を
行
つ
て
ま
い
り
た
い
。 

現
在
、
公
正
取
引
委
員
会
に
お
い
て
、
私
的
な
諮
問
機
関
で
あ
る
独
占
禁
止
法
研
究
会
を
設
け
、
御
指
摘
の

諸
点
を
含
め
、
鋭
意
検
討
を
進
め
て
い
る
一
方
、
経
済
関
係
各
省
に
お
い
て
も
、
こ
れ
に
つ
い
て
検
討
中
の
段

階
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
検
討
の
結
論
を
ま
つ
て
、
総
合
的
に
判
断
し
、
対
処
し
て
ま
い
り
た

い
。 政

府
は
、
公
共
料
金
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
極
力
抑
制
的
に
取
り
扱
つ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
料
金
の 

四 

 



米
に
つ
い
て
は
、

(イ )
大
幅
な
逆
ざ
や
の
存
在
が
財
政
を
圧
迫
し
て
い
る
こ
と
、

(ロ )
い
わ
ゆ
る
不
正
逆
流
が
増

大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
、

(ハ )
米
代
金
の
家
計
に
占
め
る
割
合
等
諸
般
の
事
情
を
踏
ま
え
、
家
計
そ
の
他
の

経
済
事
情
を
も
十
分
考
慮
し
つ
つ
、
末
端
逆
ざ
や
の
解
消
を
目
途
に
政
府
売
渡
価
格
の
引
上
げ
を
行
う
こ
と
も

や
む
を
得
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

も
と
よ
り
物
価
の
安
定
は
現
下
最
大
の
政
策
課
題
で
あ
り
、
米
価
の
引
上
げ
を
行
う
に
当
た
つ
て
も
、
政
府

と
し
て
は
食
糧
管
理
や
米
消
費
の
実
情
に
つ
い
て
国
民
に
理
解
を
求
め
る
と
と
も
に
、
便
乗
値
上
げ
を
厳
に
抑 

抑
制
に
よ
り
コ
ス
ト
上
昇
の
吸
収
が
で
き
ず
、
企
業
の
存
続
・
維
持
が
困
難
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
場

合
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
量
的
、
質
的
水
準
の
大
幅
な
低
下
を
招
く
よ
う
な
場
合
等
、
真
に
や
む
を
得
な
い
も
の

に
つ
い
て
は
、
必
要
最
小
限
度
の
改
定
を
認
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
後
と
も
、
公
共
料
金
に
つ
い
て 

は
、
物
価
動
向
及
び
国
民
生
活
へ
の
影
響
や
、
負
担
の
適
正
化
、
合
理
化
等
に
十
分
配
慮
し
、
極
力
抑
制
的
に

取
り
扱
つ
て
ま
い
り
た
い
。 

五 

 



四
に
つ
い
て 

(一 ) 

所
得
税
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
九
年
度
の
税
制
改
正
に
お
い
て
初
年
度
一
兆
四
千
五
百
億
円
（
平
年
度

一
兆
七
千
二
百
七
十
億
円
）
の
大
幅
な
減
税
を
行
い
、
こ
の
結
果
、
課
税
最
低
限
は
夫
婦
子
二
人
の
給
与
所

得
者
の
場
合
百
十
二
万
円
（
昭
和
四
十
八
年
分
）
か
ら
一
挙
に
百
五
十
万
円
（
平
年
度
百
七
十
万
円
）
へ
と
引
き

上
げ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
水
準
は
諸
外
国
の
水
準
を
相
当
上
回
る
も
の
で
あ
り
、
最
近
の
国
民
生

活
の
実
情
等
か
ら
み
て
も
十
分
な
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

制
し
、
物
価
の
大
幅
な
上
昇
を
再
現
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
現
在
の
総
需
要
抑
制
策
を
堅
持
し
て
い
く
考
え
で

あ
る
。 物

価
上
昇
に
よ
る
国
民
生
活
へ
の
影
響
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
総
需
要
抑
制
政
策
を
堅
持
す
る
等
、
物
価

対
策
に
全
力
を
挙
げ
る
こ
と
に
よ
り
対
処
し
て
ま
い
る
所
存
で
あ
り
、
年
内
減
税
を
行
う
こ
と
は
考
え
て
い

な
い
。 

六 

 



五
に
つ
い
て 

(二 ) 
消
費
者
物
価
が
大
幅
に
上
昇
し
て
い
る
た
め
預
貯
金
金
利
引
上
げ
の
要
請
が
強
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。 

生
活
扶
助
基
準
、
社
会
福
祉
施
設
の
運
営
に
係
る
入
所
者
処
遇
費
及
び
失
業
者
就
労
事
業
に
就
労
す
る
者
に

支
払
わ
れ
る
賃
金
に
つ
い
て
は
、
四
十
九
年
六
月
か
ら
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
再
引
上
げ
が
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
今
後
と
も
物
価
の
動
向
あ
る
い
は
失
対
就
労
者
の
生
活
実
態
等
社
会
経
済
情
勢
の
推
移
に
応
じ
、
適
切

に
対
処
し
て
ま
い
り
た
い
。 

厚
生
年
金
保
険
、
船
員
保
険
及
び
国
民
年
金
に
つ
い
て
は
、
四
十
八
年
度
の
改
正
に
よ
り
、
年
金
額
の
実
質

価
値
を
維
持
す
る
た
め
に
物
価
自
動
ス
ラ
イ
ド
制
が
導
入
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
近
時
の
著
し
い
物
価
上
昇 

こ
う
し
た
預
貯
金
者
の
立
場
を
考
慮
し
つ
つ
、
昨
年
以
降
四
回
に
わ
た
り
預
貯
金
金
利
引
上
げ
を
実
施
す

る
等
で
き
る
だ
け
の
配
慮
を
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
預
貯
金
者
の
利
益
を
守
る
た
め
に
は
、
正
統
的

な
総
需
要
抑
制
策
の
堅
持
に
よ
り
、
物
価
の
安
定
を
図
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
考
え
る
。 七 

 



 

八 

に
か
ん
が
み
、
四
十
九
年
度
は
特
に
支
給
時
期
を
繰
り
上
げ
、
厚
生
年
金
及
び
船
員
保
険
に
つ
い
て
は
八
月
分

か
ら
、
国
民
年
金
に
つ
い
て
は
九
月
分
か
ら
、
四
十
八
年
度
の
消
費
者
物
価
の
上
昇
率
（
一
六
・
一
パ
ー
セ
ン

ト
）
に
よ
り
年
金
額
を
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




